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Abstract
The purpose of this note is to clarify income computational issues

in the conceptual frameworks. To accomplish the purpose, this note
focuses on the general purposes of financial reporting and the ele-
ments of financial statements which are stated in two IASB’s frame-
works in２０１０ and２０１８ as well as IASC’s conceptual framework in
１９８９. This note finds some differences among them. For example, as
to the general purpose, conceptual framework published １９８９ ex-
plains stewardship purpose and providing decision useful informa-
tion purpose separately, but conceptual framework published ２０１８
merges stewardship purpose in providing decision useful informa-
tion purpose. However, the most important issue of the conceptual
frameworks is the relation between the balance sheet and the in-
come statement. IASB’s conceptual frameworks adopt the Asset-and
-Liability view, but the conceptual frameworks explain that the
main purpose of the balance sheet is to calculate net asset, and in-
come is calculated in the income statement. This relation is differ-
ent from the one under the FASB’s framework. This is one of the is-
sues which we need to investigate.

Keywords : Income Computation, IFRS, Conceptual Framework,
General Purpose of Financial Reporting, Elements of Financial
Statements, Asset-and-Liability view
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１ 概念フレームワークでは，財政状態計算書（statement of financial position），
財務業績計算書（statement of financial performance）という名称を用いているが，
本稿では，貸借対照表と損益計算書という名称を用いる。
２ 財務諸表の質的特性，認識と測定，資本維持等も損益計算に関わるものであるが，
本稿では，この二つを中心とする。

はじめに

国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board，以下

IASB）は，２０１８年３月，概念フレームワークの修正版 “Conceptual Frame-

work for Financial Reporting”「財務報告に関する概念フレームワーク」

（以下，２０１８概念フレームワーク）を公表した。２０１８概念フレームワークは，

直接的には，２０１０年に公表された概念フレームワーク「財務報告に関する概

念フレームワーク」（以下，２０１０概念フレームワーク）に置き換えられるもの

であるが，もともとは，IASBの前身である国際会計基準委員会（Interna-

tional Accounting Standards Committee，以下 IASC）が，１９８９年に公表し

た概念フレームワーク “Framework for the Preparation and Presentation

of Financial Statements”「財務諸表の作成及び表示に関するフレームワー

ク」（以下，１９８９概念フレームワーク）を改定したものである。

概念フレームワークの内容は，財務報告の目的，質的特性，財務諸表の構

成要素，認識と測定，資本維持等多岐にわたる。本研究ノート（以下，本稿）

の目的は，概念フレームワークにおける計算構造を今後検討するための課題

を明らかにすることである。このために，損益計算に関わる項目のうち，特

に貸借対照表と損益計算書１との連携に関わるものとして，財務報告の目的

および財務諸表の構成要素を中心に比較する２。なお，本稿で単に「概念フ

レームワーク」と記載するときは，これら３つの概念フレームワークを総称

したものとする。
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３ これとは異なり，秋葉（２０１１）では，概念フレームワークと国際財務報告基準（In-
ternational Financial Reporting Standarts, 以下本稿においては IFRS）が整合し
ないときには，IFRSが優先するということ等を理由として，憲法ではないと述べ
られている（p.２５）。
４ １９８９概念フレームワークでは，次の７つを，概念フレームワークの目的としてあ
げている（IASC（１９８９）par.１）。
（a）IASC理事会が，将来の国際会計基準の作成と現行の国際会計基準の見直しを行
う際に役立てること。
（b）国際会計基準によって認められている代替的な会計処理の数の削減のための基
礎を提供することによって，IASC理事会が，財務諸表の表示に関する規則，会計
基準及び手続の調和の促進に役立てること。
（c）国内基準を設定する各国会計基準の設定主体に役立てること。
（d）財務諸表の作成者が，国際会計基準を適用し，また国際会計基準の主題となっ
ていないテーマを処理する際に役立てること。
（e）財務諸表が国際会計基準に準拠しているかどうかについて，監査人が意見を形
成する際に役立てること。
（f）財務諸表の利用者が，国際会計基準に準拠して作成された財務諸表に含まれる
情報の解釈に役立てること。
（g）IASCの作業に関心をもっている人々に，国際会計基準の作成方法に関する情報
を提供すること。
広瀬（１９９９）によると，これらのうち，（a）と（b）が基本的な目標とされている（p.

４３）。他方，高須・岩崎（２０１９）によると，これら７つの目的をアメリカの財務報
告基準審議会（Financial Accounting Standards Board, 以下本稿においては
FASB）の概念ステートメントの目的と比較して，（a），（d），（e），（f），（g）の５つ
がFASBの目的に包摂される目的であり，（b）及び（c）が，１９８９概念フレームワーク
に付加された目的であると述べている（p.９）。換言すると，（b）と（c）は，IASCの
当時の状況を反映したものと言えるであろう。

１ 計算構造論から見た概念フレームワークの位置づけ

概念フレームワークは，各種の会計基準設定のためのメタ基準または会計

の憲法であるともいわれる（広瀬（１９９９）p.３８，岩崎（２０１９）p.１）３。２０１８概

念フレームワークは，概念フレームワークを作成する目的として，次の３つ

をあげている（IASB（２０１８）par.SP１.１）４。
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５ 本稿における２０１８概念フレームワークの引用等では，参考文献に記載の日本語訳
を利用するが，この翻訳に記載されている参照注釈の記述については省略してい
る。
６ 新田（２０１２）では，計算構造論には，利益計算を目的とするものと，資産負債の
把握を目的とするものがあるとされ（p.２），IASBの概念フレームワークは後者に
属するものと位置付けている（p.５）。IASBの概念フレームワークでは，財務諸表
の構成要素として利益の定義がなく，財政状態の報告に関わるものとして資産と負
債を位置づけている点で，損益計算とは異なる計算構造を考える余地はあると思わ
れる。この点は，今後の課題としたい。
７ 岩崎（２０１９）pp.２０-２１は，資産負債アプローチや収益費用アプローチを利益観と
して説明している。利益観とは，「利益をどのようにしてみるかということ」であ
り，資産・負債を中心として捉える見方，あるいは収益・費用を中心として捉える
見方として二つのアプローチを区別している（なお，秋葉（２０１１）pp.９５-９６も参照）。
しかし，広瀬（２０１４）pp.４０-４１では，これらの二つのアプローチについて，利益計
算の方法というよりは，純利益の他，包括利益も現れてきたことから「会計の見方・
考え方のアプローチであると解釈するほうが自然であり，かつわかりやすくなって
きている」としている。

「（a）国際会計基準審議会が首尾一貫した概念に基づいた IFRS基準（基準）

を開発することを支援する。

（b）特定の取引又はその他の事象にあてはまる基準がない場合，又は基

準が会計方針の選択を認めている場合に，作成者が首尾一貫した会計方

針を策定することを支援する。

（c）すべての関係者が基準を理解し解釈することを支援する。」５

しかし，計算構造論的には，概念フレームワークは，現実の IFRSを通じ

て，利益をどのような形で現わすのかという制度的な方針を明らかにするも

のと考えられる６。このように考える前提として，利益は計算を通じて認識

されるということがある。この計算的認識に関連して，概念フレームワーク

は，利益観として，収益費用アプローチではなく，資産負債アプローチを採

用しているといわれる（広瀬（１９９９）p.７７，広瀬（２０１４）p.１５，岩崎（２０１９）

p.１０６，山田他（２０１９）p.１６，p.５３等）７。このことを踏まえて，計算構造論的に
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８ このように考える前提として馬場（１９７５）がある。馬場（１９７５）p.１８９では，「会
計目的のうちの管理目的と会計対象との出会いにおいて会計的方法という計算技術
的構造が形成されるのであるが，…現実の会計実務は，会計目的のもう一つの目的
をなす蓄積目的が，会計的方法に作用してこれを具体化したものと考えなければな
らない。」と述べられている。この枠組みを，本稿の議論に当てはめるならば，管
理目的の段階に相当するのが，抽象的技術的計算構造における純資産の純増減とし
て損益計算目的であり，蓄積目的の段階に相当するのが，IASB概念フレームワー
クにおける一般目的財務報告目的（制度的な目的）と考えている。この点について
は，岡田（２０１６）を参照していただきたい。
９ 資産負債アプローチの技術的な損益計算構造については，岡田（２００３）を参照し
てもらいたい。

概念フレームワークを位置づけるとすれば，次の２段階の考察の中の，②抽

象的技術的計算構造の具体化の段階に位置づけることができるのではないか

と思われる８。

① 抽象的技術的な計算構造の考察：この考察をする理由は，資産負債アプ

ローチと収益費用アプローチという二つの利益観の間での実質的な相違で

ないとされるものとして，評価基準があげられているからである。例えば，

資産負債アプローチでは現在原価や現在価値で資産や負債は評価されるべ

きであるが，収益費用アプローチでは利益は実現収益と費消された歴史的

原価との対応で求められるべきといわれることがある。しかし，このこと

は実質的な相違ではないとされている（FASB（１９７６）par.４４）。そこで，

このような評価基準を除外した計算構造を明らかにする必要がある。この

結果，資産負債アプローチの抽象的技術的な損益の計算構造は，貸借対照

表において純資産の純増減に基づく損益を計算し，損益計算書においてそ

の損益の発生原因を示すという関係になっていると考えられる９。

② 抽象的技術的な計算構造の具体化：①で明らかにした抽象的技術的計算

構造に，制度的目的を達成する損益を計算するための関連諸要素（資産，

負債，純資産，収益や費用）を内部化する（損益計算の要素として計算の

中に取り入れる）ことによって，具体的制度的な計算構造を明らかにする。
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１０ 岡田（２０１６）は，この枠組みの中で，２０１０概念フレームワークを対象に，制度的
目的を中心に，財務諸表の構成要素の定義，認識と測定，資本維持の位置づけを試
みたものである。

次節で述べる財務報告の目的が，一連の概念フレームワークでは制度的目

的である。２０１８概念フレームワークでは，「概念フレームワークの他の諸

側面（有用な財務情報の質的特性及びコストの制約，報告企業概念，財務

諸表の構成要素，認識及び認識の中止，測定，表示及び開示）は，当該目

的から論理的に生じるものである」（IASB（２０１８）par,１.１）と述べてい

る。このことにより，概念ステートメントが明らかにする制度的目的が，

抽象的技術的な計算構造を制度的なものに展開するものとして位置づける

ことができると考えられる。しかし，現実の会計事象を踏まえた総体的な

計算構造を明らかにするためには，さらに個別の IFRSを含める必要があ

るだろう１０。

２ 財務報告の目的

前節で述べたように，抽象的技術的計算構造を具体化させる制度的目的と

して，概念フレームワークでは，財務報告の目的が明らかにされている。し

かし，この目的は，次に述べるように変化してきている。

（１）１９８９概念フレームワーク

１９８９概念フレームワークでは，「財務諸表の目的は，広範な利用者が経済

的意思決定を行うに当たり，企業の財政状態，業績及び財政状態の変動に関

する有用な情報を提供することにある」（IASC（１９８９）par.１２）と述べてい

る。いわゆる意思決定有用情報の提供機能が重視されている（広瀬（１９９９）

p.５１）。

他方で，１９８９概念フレームワークでは，受託責任についても，次のように
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１１ 椛田（２０１９）は，１９８９概念フレームワークにおける二つの目的について，「会計目
的が，経済的意思決定に一本化されたものとは考えにくく，経済的意思決定目的を
主軸にしながらも，受託責任（会計責任）目的も配置している，という程度の理解
が妥当であると思われる」（p.４７）と述べている。

述べられている。

「財務諸表はまた，経営者の受託責任又は経営者に委ねられた資源に対す

る会計責任の結果も表示する。経営者の受託責任又は会計責任を評価したい

と望む利用者は，経済的意思決定を行うために，そのような評価を行う。か

かる意思決定には，例えば，利用者が当該企業に対する投資を保有若しくは

売却するかどうか，あるいは経営者を再任若しくは交替させるかどうかなど

が含まれる。」（IASC（１９８９）par.１４）

このように意思決定に有用な情報提供と受託責任とを別のパラグラフで述

べていることについて，広瀬（１９９９）では，「投資意思決定情報の提供と受

託責任遂行状況の報告は別であるとのスタンスがとられていると思われる」

（p.５２）と評している１１。ただし，広瀬（１９９９）では，広義には，受託責任

遂行状況の報告は，投資意思決定情報の提供に含まれるとの立場もあると述

べている（p.５２）。

（２）２０１０概念フレームワーク

２０１０概念フレームワークでは，一般目的として次のように述べられてい

る。

「一般目的財務報告の目的は，現在の及び潜在的な投資者，融資者及び他

の債権者が企業への資源の提供に関する意思決定を行う際に有用な，報告企

業についての財務情報を提供することである。それらの意思決定は，資本性

及び負債性金融商品の売買又は保有，並びに貸付金及び他の形態の信用の供

与又は決済を伴う。」（IASB（２０１０）par.OB２）

そしてこの意思決定のために「企業への将来の正味キャッシュ・インフ
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１２ IASB（２０１０）及び IASB（２０１８）によると，２０１０概念フレームワークでは「受託
責任」という言葉の翻訳が困難であることから，受託責任の内容となるものを記述
したと述べている（IASB（２０１０） par.BC１.２８, IASB（２０１８）par.BC１.３１）。山田
（２０１９）でも，２０１０概念フレームワークでも受託責任に関する情報提供も，一般目
的財務諸表の目的という認識はされていたが，stewardshipという用語を「他の言
語に翻訳するのが困難という理由で」削除されていたと述べられている（山田
（２０１９）p.２６）。

１３ 岩崎（２０１９）においても，２０１０概念フレームワークでは受託責任目的は明示され
ていないと述べられている（p.３７）。

ローの見通しを評価するのに役立つ情報」が必要（IASB（２０１０）par.OB３）

であるとして，次のように述べている。

「将来の正味キャッシュ・インフローに関する企業の見通しを評価するた

めに，現在の及び潜在的な投資者，融資者及び他の債権者が必要としている

のが，企業の資源，企業に対する請求権，及び企業の経営者や統治機関が企

業の資源を利用する責任をどれだけ効率的かつ効果的に果たしたかに関する

情報である。このような責任の例としては，企業の資源を価格や技術の変化

などの経済的要因の不利な影響から保護することや，企業が法令及び契約条

項を順守することを確保することなどがある。経営者の責任の履行に関する

情報は，経営者の選択に投票その他の形で影響を与える権利を有する現在の

投資者，融資者及び他の債権者の意思決定に関しても有用である。」（IASB

（２０１０）par.OB４）

これらの引用からもわかるように，２０１０概念フレームワークでは，「受託責

任」という用語は使われていないが，「経営者の責任」という表現が用いら

れている１２。この点について，椛田（２０１９）は，会計目的を意思決定有用性

に一本化し，その中に受託責任目的が包含されていると説明している（p.

５５）１３。

（３）２０１８概念フレームワーク

２０１８概念フレームワークでは，財務報告の目的は，次のように述べられて
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１４ IASB（２０１８）によると，２０１８概念フレームワークでは，一般目的財務報告の目的
の記述にあたり，「経営者の受託責任を評価するために必要とされる情報を提供す
ることの重要さの目立ち方を高めることを決定」するとともに，この評価のために
必要な情報は，企業の将来のキャッシュ・インフローを見通すために必要な情報と
は異なる可能性があることを理解したうえで，これら２種類の情報が，企業への資
源の提供に関する意思決定をするために必要なものと述べている（IASB（２０１８）pars.
BC１.３３-１.３４）。

１５ 岩崎（２０１９）pp.３８-４０では，受託責任概念が，「企業ないし作成者の観点」から「市
場ないし利用者の観点」に変容していると指摘している。こうした変化が生じた背
景に経済の金融化現象があるとされる（椛田（２０１９））。

いる。

「一般目的財務報告の目的は，現在の及び潜在的な投資者，融資者及び他

の債権者が企業への資源の提供に関する意思決定を行う際に有用な，報告企

業についての財務情報を提供することである。それらの意思決定は，以下に

関する意思決定を伴う。

（a）資本性及び負債性金融商品の購入，売却又は保有

（b）貸付金及び他の形態の信用の提供又は決済

（c）企業の経済的資源の利用に影響を与える経営者の行動に対して投票を

行うか又は他の方法で影響を与える権利の行使」（IASB（２０１８）par.１.２）

２０１８概念フレームワークも意思決定に有用な情報の提供を目的としている

ことがわかるが，これら３つのうち（c）が受託責任に関連するとされてい

る（山田（２０１９）p.２６）１４。そして，この点について，岩崎（２０１９）は，財

務情報の利用者としての投資者の側からの受託責任目的を情報提供目的に含

まれるものとして位置づけている（p.３９）１５。１９８９概念フレームワークでは，

二つの目的は切り離されていたと理解できるが，２０１８概念フレームワークで

は，受託責任目的を意思決定に有用な情報の提供と一体化させていると言え

るであろう。
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（４）小括

本節では，財務報告の目的の変遷についてみてきた。意思決定に有用な情

報提供目的と受託責任目的の関係は，１９８９概念フレームワークでは分離され

ていたが，２０１０年概念フレームワーク以降は，意思決定に有用な情報提供目

的に包含されてきていると思われる。このことは，情報提供目的と受託責任

目的が並列し，両方の目的を同時に遂行しようとする具体的な損益計算か

ら，情報提供目的を中心に遂行する具体的な損益計算への変化をもたらして

いる可能性がある。この受託責任遂行状況の報告目的の位置づけの相違は，

財務諸表の構成要素の定義や認識・測定の位置づけ等，具体的な計算構造へ

の影響の可能性があるが，この点は，今後の課題である。

３ 財務諸表の構成要素

概念フレームワークにおいて財務諸表の構成要素とは，資産，負債，純資

産（持分，資本），収益，費用である。利益は計算的に認識されるものであ

るが，この計算のための項目となるのはこれら諸要素である。この定義の如

何は，客観的に存在する事象や事物の中から，何が損益計算の項目として採

用されるのかに関わるものである。つまり，この要素の決定は，損益の金額

に影響を及ぼすことになると言える。

（１）１９８９概念フレームワーク

１９８９概念フレームワークでは，財政状態の測定に直接関係する要素として

資産，負債，持分，利益の測定に直接関係する要素として収益と費用が，そ

れぞれ次のように定義されている（IASC（１９８９）par.４９，６９）。しかし，利

益それ自体の定義は示されていない。

「財政状態の測定に直接関係する構成要素は，資産，負債及び持分である。

これらは以下のように定義される。



IFRS概念フレームワークに関する研究ノート 257

（a）資産とは，過去の事象の結果として当該企業が支配し，かつ，将来の

経済的便益が当該企業に流入すると期待される資源をいう。

（b）負債とは，過去の事象から発生した当該企業の現在の債務であり，こ

れを決済することにより経済的便益を包含する資源が当該企業から流出

する結果になると予想されるものをいう。

（c）持分とは，特定の企業のすべての負債を控除した残余の資産に対する

請求権である。」（IASC（１９８９）par.４９）

「収益及び費用の要素は，以下のように定義される。

（a）収益とは，当該会計期間中の資産の流入若しくは増価又は負債の減少

の形をとる経済的便益の増加であり，持分参加者からの拠出に関連する

もの以外の持分の増加を生じさせるものをいう。

（b）費用とは，当該会計期間中の資産の流出若しくは減価又は負債の発生

の形をとる経済的便益の減少であり，持分参加者への分配に関連するも

の以外の持分の減少を生じさせるものをいう。」（IASC（１９８９）par.７０）

これらの定義の中心にあるのは，「経済的便益」である。これについて，１９８９

概念フレームワークでは，次のように定義されている。

「資産が有する将来の経済的便益とは，企業への現金及び現金同等物の流

入に直接的に又は間接的に貢献する潜在能力をいう。その潜在能力は，企業

の営業活動の重要な部分をなす生産能力であるかもしれない。また，その潜

在能力は，現金若しくは現金同等物への転換可能性，又は，例えば代替的な

生産工程が生産原価を低減するときのように，現金流出額を減少させる可能

性であるかもしれない。」（IASC（１９８９）par.５３）

また，経済的便益が流入するための資産の利用として次のような例が示さ

れている。

「資産が有する将来の経済的便益は，様々な方法で企業に流入するであろ

う。例えば，資産は次のように用いられるであろう。

（a）単独で又は他の資産と結合して，企業が販売する財貨又は役務の生産
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に用いられる；

（b）他の資産と交換される；

（c）負債の決済に用いられる；又は

（d）当該企業の所有者に分配される。」（IASC（１９８９）par.５５）

経済的便益を現金又は現金同等物の流入に直接・間接に貢献する潜在能力

とされている。他方で収益や費用もこの経済的便益を内容として定義されて

いるので，両者の差額であるところの損益は，経済的便益の純増減を内容と

していると言えるであろう。

（２）２０１０概念フレームワーク

２０１０概念フレームワークでは，財務諸表の構成要素については１９８９概念フ

レームワークの部分と同じ定義が掲げられている（IASB（２０１０）par.４.４，４.

２４，４.２５等）。したがって，これら財務諸表の構成要素の定義の核となる経済

的資源の定義も同様である（IASB（２０１０）par.４.８）。これらを踏まえると，２０１０

概念フレームワークでの損益の内容は，１９８９概念フレームワークと同じく経

済的便益の純増減ということができる。

（３）２０１８概念フレームワーク

財務諸表の構成要素について，２０１８概念フレームワークでは，次のように

位置づけられている。

「「概念フレームワーク」で定義される財務諸表の構成要素は，次のもの

である。

（a）資産，負債及び持分。これらは，報告企業の財政状態に関するもので

ある。

（b）収益及び費用。これらは，報告企業の財務業績に関するものである。」

（IASB（２０１８）par.４.１）

この定義を１９８９概念フレームワークのそれと比較すると，１９８９概念フレー
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１６ この点について，岩崎（２０１９）では，２０１８概念フレームワークでは，「経済的資源
と経済的便益とを同一の定義の中に含めていたけれども，新しい定義では，（中略）

ムワークでは，これらの要素は財政状態や経営成績の「測定」と関わるもの

として位置づけられていたが，２０１８概念フレームワークでは財政状態や財務

業績と関わる要素とされ，直接的な測定要素とされていないことがわかる。

それぞれの具体的な要素は，次のように定義されている。

「資産とは，過去の事象の結果として企業が支配している現在の経済的資

源である。」（IASB（２０１８）par.４.３）。

「負債とは，過去の事象の結果として経済的資源を移転するという企業の

現在の義務である。」（IASB（２０１８）par.４.２６）

「持分とは，企業のすべての負債を控除した後の資産に対しての残余持分

である。」（IASB（２０１８）par.４.６３）

「収益とは，持分の増加を生じる資産の増加又は負債の減少のうち，持分

請求権の保有者からの拠出に係るものを除いたものである。」（IASB（２０１８）

par.４.６８）。

「費用とは，持分の減少を生じる資産の減少又は負債の増加のうち，持分

請求権の保有者への分配に係るものを除いたものである。」（IASB（２０１８）

par.４.６９）。

１９８９概念フレームワークでは，経済的便益が，５つの構成要素のうち持分を

除く資産・負債・収益・費用の定義と結び付けられていた。しかし，１９８９概

念フレームワークを厳密に見ると，資産は「経済的便益の流入をもたらす資

源」とされているが，負債は「経済的便益を包含する資源の流出という結果

になると予想されるもの」となっており，資源の流入と流出というような表

裏の関係になるように定義されていない。これに対して，２０１８概念フレーム

ワークでは，５つの構成要素のうち，資産・負債については，経済的資源とそ

の流出の義務というように，経済的資源を共通の基盤として定義されてい

る１６。



260 経 営 と 経 済

両者を明確に分離していること」（p.１０２）を，概念フレームワークにおける差異の
一つとして指摘している。なお，IASB（２０１８）では，構成要素の定義に関する結
論の根拠についても述べられている。

ここで，経済的資源は以下のように定義されている。

「経済的資源とは，経済的便益を生み出す潜在能力を有する権利である」

（IASB（２０１８）par.４.４）。

資産の定義と経済的資源の定義とを受けて，２０１８概念フレームワークで

は，さらに「権利」，「経済的便益を生み出す潜在能力」，「支配」について述

べている（IASB（２０１８）pars.４.６-４.２５）。このうち，経済的便益については

次のように説明されている。

「経済的資源は，経済的便益を生み出す潜在能力を有する権利である。こ

の潜在能力が存在するためには，当該資源が経済的便益を生み出すことが確

実である必要はなく，可能性が高いことさえ必要ない。必要なのは，権利が

すでに存在していて，少なくとも１つの状況において，これが他のすべての

者に利用可能な経済的便益を超える経済的便益を企業のために生み出すであ

ろうことである。」（IASB（２０１８）par.４.１４）

さらに，経済的資源がもたらす経済的便益として次のような例を示してい

る。

「経済的資源は，例えば，以下のうち１つ又は複数の行為について，企業

に権利を与える又は行うことを可能とすることによって，企業にとっての経

済的便益を生み出す場合がある。

（a）契約上のキャッシュ・フロー又は他の経済的資源の受取り

（b）有利な条件での他社との経済的資源の交換

（c）キャッシュ・インフローの創出又はキャッシュ・アウトフローの回避

（例えば，以下のことによる）

（ⅰ）財の生産又はサービスの提供のために，経済的資源を単独で又は他

の経済的資源との組合せで使用すること
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（ⅱ）他の経済的資源の価値を増進するために経済的資源を使用すること

（ⅲ）経済的資源を他者へリースすること

（d）経済的資源の売却による現金又は他の経済的資源の受取り

（e）経済的資源の移転による負債の消滅」（IASB（２０１８）par.４.１６）

しかし，２０１８概念フレームワークでの利益は，収益と費用とが関わるとさ

れているものの，これら二つの要素の定義では，所有者との取引を除く持分

増減をもたらす資産負債の増減を内容としている。資産と負債が経済的資源

と関連付けて定義されており，その差額としての持分の内容も経済的資源と

なるので，２０１８概念フレームワークにおける利益は経済的資源の純増減とい

うことができるであろう。

（４）小括

本節で検討した３つの概念フレームワークの利益の内容をまとめると，表

１のようになる。しかし，問題は，この変化が損益計算にもたらす影響であ

る。２０１８概念フレームワークでは，「たとえ経済的便益を生み出す蓋然性が

低い場合であっても，権利は経済的資源の定義を満たす可能性があり，した

がって資産である可能性がある。ただし，その蓋然性の低さは，当該資産に

ついてどのような情報を提供するのか及び当該情報をどのように提供するの

かに関する決定に影響を与える場合がある。そうした決定には，資産を認識

するかどうか（中略），どのように測定するのかに関する決定が含まれる。」

（IASB（２０１９）par.４.１５）と述べている。つまり資産の定義を満たしただ

けでは，認識測定されない可能性があることを示している。具体的にどのよ

うな形で影響するのかの検討も課題となるが，認識測定の時期に影響するこ

とまで考える必要がある。このことは，利益の期間配分の相違として理解す

ることができるであろう。
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（出所）筆者作成

表１ 概念フレームワークにおける利益の内容

経済的資源の純増減経済的便益の純増減経済的便益の純増減
２０１８概念フレームワーク２０１０概念フレームワーク１９８９概念フレームワーク

１７ 徳山（２０１９）は，「貸借対照表それ自体に資産負債アプローチによる利益計算機

４ 概念フレームワークにおける財務諸表の連携

FASB（１９７６）で述べられているように，資産負債アプローチでは，収益

や費用は利益を定義するもので測定するものでもないとしている（par.

２１１）。こうしたことから，岡田（２００３）では，資産負債アプローチに基づく

抽象的技術的な損益計算構造の特徴を，貸借対照表で計算された損益の原因

を損益計算書で説明する関係にあることを明らかにした。

しかし，１９８９概念フレームワークでは，貸借対照表における財政状態の測

定に直接関係する構成要素は，資産，負債及び持分であると述べている（IASC

（１９８９）par.４７）。このことからわかるように，損益計算の観点からみると，

貸借対照表に損益計算の機能を持たせていないように見える。この点は，２０１８

概念フレームワークでも同様である。つまり，２０１８概念フレームワークでは，

財政状態と関連するものとして，これらの要素が位置づけられており，損益

の測定とは関連付けられていないからである。

他方，損益計算書については，１９８９概念フレームワークでは，経営成績の

測定に直接関係する要素は収益費用とされている。２０１８概念フレームワーク

でも，測定とはされていないが，財務業績に関わる要素として，収益と費用

があげられている。

これらの点から，同じ資産負債アプローチではあっても，IASB概念フレー

ムワークでの貸借対照表と損益計算書の連携は，財務諸表の諸要素の定義か

ら考えると，FASB（１９７６）で述べられているものとは異なっているように

も思われる１７。



IFRS概念フレームワークに関する研究ノート 263

能，別言すれば，財産法的利益計算機能を担わせない方向性が垣間見える。利益計
算を行うのは財務業績の計算書であり，財政状態表示機能を担うのが財政状態計算
書であり，両者の役割分担を謳っている。収益，費用，利得及び損失は，包括利益
の内訳にすぎないとする米国のFASB概念フレームワークとは異なった会計観に立
脚している部分といえる。」（p.１０１）と述べている。

このことをどのように考えるかについては，次の二つの方向があると思わ

れる。

一つ目は，FASB（１９７６）に基づく抽象的技術的計算構造を前提に，概念

フレームワークの目的等に基づく具体的計算構造の展開としてとらえるもの

である。

二つ目は，FASB（１９７６）と概念フレームワークの計算構造とが別個のも

のと考えるものである。

このような財務諸表の連携に関連して，別途考えるべきこととして資本維

持がある。IASBのこれまでの一連の概念フレームワークの「資本及び資本

維持」の部分では，「資本維持の概念は，利益が測定される基準点を提供す

るので，資本の概念と利益の概念との連携をもたらす」と述べられている

（IASC（１９８９）par.１０５，IASB（２０１０）par.４.６０，IASB（２０１８）par.８.４）。そ

して，資本及び資本維持については，IASBの概念フレームワークでは変更

されていない（IASB（２０１８）par.BC０.１６））。つまり，IASBの概念フレー

ムワークでは，一貫して，損益計算書で損益を測定すると述べているにも関

わらず，利益を測定する基準点として資本維持が定義されているのである。

したがって，財務諸表の連携と資本維持との関係の解釈が必要になる。こ

れについては次の二つの解釈が可能に思われる。

一つ目は，IASBの概念フレームワークの貸借対照表においても，利益の

測定機能が予定されていることである。この考えに基づけば，FASB（１９７６）

で言われた貸借対照表における損益計算機能が，IASBの概念フレームワー

クでも存在していると言えることになる。

二つ目は，損益計算書で，貸借対照表で計算された純資産の内訳を説明す
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るために損益を計算するという関係である。

抽象的技術的計算構造やそれを前提とする具体的技術的計算構造を明らか

にする上で，これらのことを検討することも今後の課題であると考える。

むすび

本稿は，IASBの概念フレームワークについて，財務報告の目的，財務諸

表の構成要素を中心に検討し，計算構造論の観点から，概念フレームワーク

の検討課題を指摘してきた。これ以外にも，以下の点があげられる。

まず，利益の組替調整（リサイクリング）の問題がある。２０１８概念ステー

トメントでは，収益と費用とは，損益計算書とその他の包括利益（Other Com-

prehensive Income）とに分けられるとしている（IASB（２０１８）par.７.１５）。

損益計算書が企業の当該期間における財務業績の主たる源泉であるので，原

則としてすべての収益と費用がここに含まれると述べている（IASB（２０１８）

par.７.１７）が，その他の包括利益に計上される項目が純利益にリサイクルさ

れる余地は残されている。

次に，本稿では，概念フレームワークにおける質的特性や認識・測定等に

ついては，検討していない。具体的には，概念フレームワークの他に，個々

の IFRSの基準を見る必要があるが，これらは，財務諸表の構成要素の定義

を充足した項目をどのタイミングで計上するかということに関わると思われ

る。損益の計上のタイミングと，意思決定有用性との関係の課題であるよう

にも思われる。

参考文献
Financial Accounting Standards Board（FASB）（１９７６）, FASB Discussion Memoran-

dum, An Analysis of Issues Related to Conceptual Framework for Financial Ac-

counting and Reporting : Elements of Financial Statements and Their Measure-



IFRS概念フレームワークに関する研究ノート 265

ment, FASB.（津守常弘監訳『FASB財務会計の概念フレームワーク』，中央経済社，１９９７
年）

International Accounting Standards Board（IASB）（２０１０）, Conceptual Framework for
Financial Reporting.（IFRS財団編・企業会計基準委員会財務会計基準機構監訳『２０１３
国際財務報告基準 Part A』及び『同Part B』中央経済社，２０１３年）

International Accounting Standards Board（IASB）（２０１８）, Conceptual Framework for
Financial Reporting.（IFRS財団編・企業会計基準委員会財務会計基準機構監訳『２０１９
IFRS基準〈注釈付き〉 Part A』及び『同Part C』中央経済社，２０１９年）

International Accounting Standards Committee（IASC）（１９８９）, Framework for the

Preparation and Presentation of Financial Statements.（日本公認会計士協会訳『国
際会計基準書２００１』 同文舘出版，２００１年）

秋葉賢一（２０１１）『エッセンシャル IFRS』中央経済社
岩崎勇（２０１９）『IFRSの概念フレームワーク』税務経理協会
岡田裕正（２００３）「資産負債アプローチの計算構造」經濟學研究（九州大学），第６９巻第３・

４号

岡田裕正（２０１６）「会計基準の標準化の下での会計の多様化の可能性－IASB概念フレーム
ワークを対象として－」会計理論学会年報，第３０号

椛田龍三（２０１９）「財務報告の目的－経済の金融化現象と英米の対立―」岩崎勇編著『IASB
の概念フレームワーク』第４章所収，税務経理協会

高須教夫・岩崎勇（２０１９）「IASC（IASB）概念フレームワークの目的－概念フレームワー
クの意義と必要性―」岩崎勇編著『IASBの概念フレームワーク』第１章所収，税務経
理協会

徳山英邦（２０１９）「財務諸表の構成要素」岩崎勇編著『IASBの概念フレームワーク』第７
章所収，税務経理協会

新田忠誓（２０１２）「計算構造へのアプローチ」北村敬子・新田忠誓・柴健次責任編集『企業

会計の計算構造』（体系現代会計学第２巻）序章所収，中央経済社

馬場克三（１９７５）『会計理論の基本問題』森山書店

広瀬義州（１９９９）「IASC概念フレームワーク」広瀬義州・間島進吾編『コンメンタール国
際会計基準Ⅰ』所収，税務経理協会

広瀬義州（２０１４）『新版 IFRS財務会計入門』中央経済社
山田辰己・あずさ監査法人（２０１９）『論点で学ぶ国際財務報告基準（IFRS）』新世社



266 経 営 と 経 済



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


